
財産の表示

物件の位置 鉄道 ： JR井野駅約4,300ｍ（道路距離）

： 高崎オーパ付近から約7,000ｍ（道路距離）

役所 ： 高崎市役所約8,100ｍ（道路距離）

公法上の規制 都市計画区域 ： 市街化調整区域

用途地域 ： 用途指定なし

建ぺい率 ：

容積率 ：

その他 ： 居住誘導区域外

接道状況 建築基準法第42条1項1号道路（県道/幅員約10ｍ）

物件の概要 地勢 ： 概ね平坦

画地条件 ： 間口約40ｍ、奥行約20ｍ（最深部）

形状 ： 三角形

使用状況等 ・供給処理施設　上水道：あり

下水道：なし（県道反対側に下水道本管が整備されており、ケース

都市ガス：無
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その他事項 混在財産（「課税財産」と「非課税財産」とが混在する財産）

高崎市役所　納税課　特別整理担当
電話　０２７－３２１－１２２６（直通）

問い合わせ先

建物は都市計画法の開発許可及び完了検査日付（H4.3.30）より、平成4年頃の新
築と推定しています。

建物は総じて老朽化が進んでおり、一部においてガラスの破損、シャッターの破
損が見られます。また、建物はしばらく利用されていなかったと見られ、維持管
理の状態が劣っています。

地上での目視確認可能な範囲の限り、地下埋設物の端緒については見受けられま
せん。

埋蔵文化財包蔵地（萩原19‐1遺跡）内に存します。そのため、工事等を行う場合
は、文化財保護法93条1項に基づく届け出が必要となります。

現地調査（目視）の限りにおいては、対象地には土壌汚染が存在することを示す
端緒は発見されませんでしたが、対象不動産は自動車整備工場であり、油類の使
用が疑われるため何らかの土壌汚染が疑われます。

執行機関は、不動産登記上の権利移転のみを行います。

公売財産の面積等は登記上によるものです。

高崎市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員などは公売に参加するこ
とができません。（なお参加者情報に基づき、暴力団関係該当の有無を関係機関
に照会することがあります。）

執行機関は公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負い
ません。

権利移転に要する費用は、買受人の負担とします。なお、買受人は買受代金の納
付後速やかに執行機関に所有権移転登記の請求をするとともに、権利移転に伴う
費用（登録免許税等）を負担してください。

執行機関は、公売財産の引渡しの義務を負いません。物件内の動産類の撤去、占
有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどについても、すべて買受人自身
で行ってください。

境界確定は、買受人と隣接地所有者との間で行ってください。

権利移転及び危険負担の移転の時期は、買受代金を全額納付したときとします。

その他開発行為及び建築行為等計画に伴う制限・規制等については、買受人自身
で関係機関に調査・確認をしたうえで、入札を検討してください。

一括換価の方法で公売します。

別紙のとおり

金800,000円
売却区分の番号 高崎市-1

見積価額 金7,960,000円
公売保証金

この物件は、インボイス制度対象物件ではありません。

中心部

70%

200%

南東側

北側 建築基準法第42条1項1号道路（市道/幅員約4ｍ）

によっては接続可能（下水道局確認））

建物は新耐震設計法に改正された1981年（昭和56年）6月以降の建物ですが、建築
確認を受けた履歴がなく、耐震性能は不十分の可能性が高いです。

建築年、構造及び建物の種類を考慮すると、吹付アスベストの使用の可能性は低
く、また外観調査の限りにおいても有害物質の使用の端緒については特に見受け
られません。



土地
　所　　在 ： 高崎市大沢町字村北

地　　番 ： ２５０番１
地　　目 ： 雑種地
地　　積 ： ４１６㎡

　所　　在 ： 高崎市大沢町字村北　２５０番地１
家屋番号 ： ２５０番１
種　　類 ： 事務所・工場
構　　造 ： 木造・軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
床 面 積 ： ５７.８４㎡

電話　０２７－３２１－１２２６（直通）
問い合わせ先

財産の表示高崎市-1売却区分の番号

高崎市役所　納税課　特別整理担当

（登記上の表示）

建物



電話　０２７－３２１－１２２６（直通）
問い合わせ先

売却区分の番号 高崎市-1 公売財産周辺の概要図

＊見取図等は現地の状況をイメージしやすくするために作成したものであり、縮尺・位置等は実際と異なる場合がありま
す。あくまでイメージするための参考としてお考えください。
＊〇数字は、別紙「写真」の外観番号、矢印は撮影方向を示していますが、執行機関が撮影したものであり、その位置、
方向等は正確でない場合があります。

高崎市役所　納税課　特別整理担当



電話　０２７－３２１－１２２６（直通）
問い合わせ先

売却区分の番号 高崎市-1 土地見取図

＊見取図等は現地の状況をイメージしやすくするために作成したものであり、縮尺・位置等は実際と異なる場合があ
ります。あくまでイメージするための参考としてお考えください。
＊〇数字は、別紙「写真」の外観番号、矢印は撮影方向を示していますが、執行機関が撮影したものであり、その位
置、方向等は正確でない場合があります。

高崎市役所　納税課　特別整理担当
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電話　０２７－３２１－１２２６（直通）

売却区分の番号 高崎市-1 物件写真

問い合わせ先

※見取図等は、現地の状況をイメージしやすくするために作成したものであり、縮尺・位置等は実際と異なる場合があり
ます。あくまでイメージするための参考としてお考えください。

高崎市役所　納税課　特別整理担当

外観①

外観②



電話　０２７－３２１－１２２６（直通）

※見取図等は、現地の状況をイメージしやすくするために作成したものであり、縮尺・位置等は実際と異なる場合があり
ます。あくまでイメージするための参考としてお考えください。

問い合わせ先
高崎市役所　納税課　特別整理担当

売却区分の番号 高崎市-1 物件写真

外観③

外観④



電話　０２７－３２１－１２２６（直通）

※見取図等は、現地の状況をイメージしやすくするために作成したものであり、縮尺・位置等は実際と異なる場合があり
ます。あくまでイメージするための参考としてお考えください。

問い合わせ先
高崎市役所　納税課　特別整理担当

売却区分の番号 高崎市-1 物件写真

建物①

建物②



電話　０２７－３２１－１２２６（直通）

※見取図等は、現地の状況をイメージしやすくするために作成したものであり、縮尺・位置等は実際と異なる場合があり
ます。あくまでイメージするための参考としてお考えください。

問い合わせ先
高崎市役所　納税課　特別整理担当

売却区分の番号 高崎市-1 物件写真

建物③

建物④



電話　０２７－３２１－１２２６（直通）

※見取図等は、現地の状況をイメージしやすくするために作成したものであり、縮尺・位置等は実際と異なる場合があり
ます。あくまでイメージするための参考としてお考えください。

問い合わせ先
高崎市役所　納税課　特別整理担当

売却区分の番号 高崎市-1 物件写真

建物⑤

建物⑥



電話　０２７－３２１－１２２６（直通）

※見取図等は、現地の状況をイメージしやすくするために作成したものであり、縮尺・位置等は実際と異なる場合があり
ます。あくまでイメージするための参考としてお考えください。

問い合わせ先
高崎市役所　納税課　特別整理担当

売却区分の番号 高崎市-1 物件写真

建物⑦

建物⑧


